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(57)【要約】
　ロッドを脊椎部に接続する接続装置およびその方法を
提供する。本装置は、アンカーの近位端に取り付けられ
た受け部を含み得る。受け部は、ロッドを収容できるサ
イズの受け止め部を備え、そのサイズは開位置と閉位置
との間において調節可能である。１つ以上の部材が受け
部に取り付けられ、受け止め部のサイズを調節する。一
部の実施形態において、移動可能部材は、回転され得、
および／または回転可能であり得、アンカーに対して異
なる角度の位置にてロッドを収容する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロッドを脊椎部に接続する装置であって、
　遠位端と近位端との間に延びる中心線を有するアンカーと、
　前記近位端に接続され、前記ロッドを受け止めるための受け止め部を形成する、オフセ
ットされた第１および第２のアームとを備え、
　前記アームの距離は、拡大された距離を有する第１の位置と縮小された距離を有する第
２の位置との間において調節可能であり、前記中心線は前記第１の位置と前記第２の位置
の両方において前記受け止め部を通って延びている、装置。
【請求項２】
　前記第１のアームは、前記近位端に固定して配置され、前記第２のアームは、前記近位
端に移動可能なように配置される、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記第１および第２のアームはそれぞれ、前記近位端に移動可能なように配置されてい
る、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記第１のアームは偶数の突起を備え、前記第２のアームは奇数の突起を備える、請求
項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記第１のアームは、前記第２のアーム内に形成された空隙に配置される、請求項１に
記載の装置。
【請求項６】
　前記第１および第２のアームは完全にオフセットされている、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記受け止め部の開口が、実質的に前記アンカーから離れる方向を向いている、請求項
１に記載の装置。
【請求項８】
　前記受け止め部の開口が、前記中心線から離れる方へ角度をなして、側方に配置される
、請求項１に記載の装置。
【請求項９】
　前記第１および第２のアームは、前記近位端と回転可能なように接続される、請求項１
に記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１および第２のアームのうちの１つをロックする手段をさらに備える、請求項１
に記載の装置。
【請求項１１】
　ロッドを脊椎部に接続する装置であって、
　遠位端および近位端を有するアンカーと、
　前記近位端に配置され、受け止め部を形成するアームを有する第１および第２の部材で
あって、前記第１の部材のアームは前記第２の部材における空隙に位置合わせされる、第
１および第２の部材とを備え、
　前記第１および第２の部材は、前記近位端に移動可能なように接続され、前記ロッドを
受け止めるための拡大されたサイズを有する第１の位置と、前記ロッドを収容するための
縮小されたサイズを有する第２の位置との間における前記受け止め部のサイズを調節する
、装置。
【請求項１２】
　前記受け止め部の開口が、前記アンカーから離れる方向に開口している、請求項１１に
記載の装置。
【請求項１３】
　前記受け止め部の開口が、前記アンカーの中心線から離れる方へ角度をなして、側方に
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配置される、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２の位置における前記受け止め部が、前記アンカーの中心線に位置合わせされて
いる、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記第２の位置における前記受け止め部が、前記アンカーの中心線と位置合わせされて
いない、請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記第１の位置における受け止め部は、前記アンカーの中心線に位置合わせされている
、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記アームが完全にオフセットされている、請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　前記第１および第２の部材は、前記アンカーに回転可能なように接続される、請求項１
１に記載の装置。
【請求項１９】
　ロッドを脊椎部に接続する装置であって、
　遠位端および近位端を有するアンカーと、
　前記近位端に接続され、基部の外側に延びる第１のアームを有する第１の部材であって
、前記アームは、前記アームの間に空隙を有して間隔を置かれて配置される、第１の部材
と、
　前記近位端に配置され、外側に延びる第２のアームを有する第２の部材であって、前記
第１の部材と対向して配置されて前記第２の部材と前記第１の部材との間に受け止め部を
形成し、前記第２のアームは前記空隙と位置合わせされる、第２の部材とを備え、
　前記第１および第２の部材の少なくとも１つは、前記ロッドを受け止めるための拡大さ
れたサイズを有する第１の位置と、前記ロッドを収容するための縮小されたサイズを有す
る第２の位置との間において、前記受け止め部のサイズを調節するように移動可能である
、装置。
【請求項２０】
　前記空隙の幅は、前記第２のアームよりも広く、完全なオフセットを形成する、請求項
１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記基部はさらに、前記第２の部材を受け止めるサイズにされた凹部を備える、請求項
１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第２の部材は、前記第１の位置から前記第２の位置へ移動する間、前記第１の部材
の第１および第２の部分の間に嵌合するプラットホームを備える、請求項１９に記載の装
置。
【請求項２３】
　前記第２の位置において、前記受け止め部を維持するロック機構をさらに備える、請求
項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記受け止め部が、前記アンカーの中心線から角度を付けてオフセットされた開口を備
える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２５】
　前記第１および第２の部材は、前記アンカーに回転可能なように接続される、請求項１
８に記載の装置。
【請求項２６】
　ロッドを脊椎部に接続する方法であって、
　前記脊椎部に挿入されるアンカーの近位端に接続された第１および第２の部材上のアー
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ムの間隔を開けるステップと、
　前記第１および第２の部材のアームの間に形成された受け止め部に前記ロッドを挿入す
るステップと、
　前記第１および第２の部材のアームを共に移動させ、前記第１の部材のアームが前記第
２の部材における空隙と位置合わせされ、オフセットの構成を形成し、前記ロッドを前記
受け止め部に収容し、前記アンカーの中心線に位置合わせされる、ステップとを含む、方
法。
【請求項２７】
　前記アンカーの中心線を横切って延びる角度にて、前記ロッドを前記受け止め部に側方
に挿入するステップをさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記第１および前記第２の部材をロックし、前記受け止め部内に収容された前記ロッド
を維持するステップをさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記アンカーの中心線の周囲に、前記第１および前記第２の部材を回転させるステップ
をさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般にロッドを配置する方法および装置に関し、より詳細には、様々な方向
にて脊椎ロッドを受け取り、そのロッドを脊椎部へ接続する装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　脊椎は、頸部、胸部、腰部、および仙尾部を含む４つの領域に分けられる。頸部はＣ１
－Ｃ７として識別される上から７個の脊椎部を含む。胸部はＴ１－Ｔ１２として識別され
る次の１２個の脊椎部を含む。腰部はＬ１－Ｌ５として識別される５個の脊椎部を含む。
仙尾部は仙骨および尾骨を形成する９個の結合した脊椎部を含む。脊柱の脊椎部は、頸部
の湾曲、胸部の湾曲、および腰仙部の湾曲を含む湾曲した形状にて配置されている。脊椎
ロッドはこれらの領域のうちの１つ以上において、脊椎部を支持および配置するために埋
め込むことができる。ロッドは脊柱の一区分に沿って延び、脊柱の湾曲に従うように湾曲
した形状を有している。しばしば２つ以上のロッドが接続され、脊椎部を支持および配置
するように組み合わされて使用される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　取り付け機構は、ロッドを脊椎部に取り付けるために用いられる。取り付け機構は脊椎
部に取り付けられ、またロッドに取り付けられる。取り付け機構は通常、ロッドが配置さ
れるべき位置で脊椎部に取り付けられる。これにより、ロッドと取り付け機構との間の取
り付けが容易となる。取り付け機構はしっかりとロッドに接続されるべきであり、ロッド
の位置を維持するための強いアンカーを提供するべきである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本出願は、ロッドを脊椎部に接続するための装置および方法に関する。一実施形態にお
いて、本装置は、アンカーの近位端に取り付けられた受け部を含む。受け部は、ロッドを
収容できるサイズにされた、開位置と閉位置との間において調節可能な受け止め部を備え
ている。１つ以上の部材が受け部に取り付けられ、受け止め部のサイズを調節する。一部
の実施形態において、可動部材が回転され得、および／または回転可能であり、アンカー
に対して異なる角度の位置にてロッドを収容する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
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　本出願はロッドを脊椎部に接続するための接続装置およびその方法に関する。一実施形
態において、本装置は、アンカーの近位端に取り付けられた受け部を備える。受け部はロ
ッドを配置するための受け止め部を備える。受け止め部は、開位置と閉位置との間におい
て調節可能とすることができる。一部の実施形態において、可動部材は、異なる角度の位
置においてロッドを収容できるように、回転可能および／または調節可能とすることがで
きる。
【０００６】
　図１は、アンカー３０の近位端に取り付けられた受け部２０を有する装置の一実施形態
を示す。受け部２０は、ロッド１００を収容するためにサイズ合わせをされた受け止め部
１５を備える。１つ以上のアーム２１が受け部２０に移動可能に配置され、受け止め部１
５のサイズを調節する。アーム２１は開位置と閉位置との間で選択的に配置可能であり、
受け止め部１５内にロッド１００を受け止め、維持する。ロック機構５０は、閉位置にお
いてアーム２１を維持でき、ロッド１００が受け止め部１５から取れてしまうのを防ぐ。
一実施形態において、受け部２０は、脊椎部に挿入される前に、アンカー３０と一体化し
て形成される。一実施形態において、受け部２０の１つ以上のアーム２１は、アンカー３
０を用いて、単一の方法にて形成される。別の実施形態において、受け部２０は、アンカ
ー３０の近位端に接続される別個の要素である。受け部２０のアンカー３０への取り付け
は、ネジ、リベットなどを含む留め具、接着剤、あるいは、はんだ付け、ろう付けなど、
様々な方法にて達成することができる。一実施形態において、受け部２０は、アンカー３
０に回転可能に接続される独立した部材である。受け部２０は、アンカー３０に対してお
よそ３６０度回転可能であり、図１の矢印にて示されるように、様々な角度配置にてロッ
ド１００を収容する。
【０００７】
　図２は、受け部２０の近位端に配置されたアンカー３０を用いた装置の一実施形態の分
解図を示す。アンカー３０は、遠位端と近位端との間に延びる細長形状であり、中心線Ｃ
を含む。先端３２は、挿入工程の間、脊椎部に食い込むために、遠位端に配置され得る。
ネジ山３３は、シャフト３１の一部または全体に沿って延びていてもよい。図２は、アン
カーの一実施形態を示す。様々な異なるタイプのアンカー３０が、受け部２０とともに用
いられてもよく、本出願の範囲はこれらの様々に異なるタイプのアンカーを網羅すること
は理解されよう。
【０００８】
　受け部２０は、第１の部材２２および第２の部材２３を備える。一実施形態において、
第１の部材２２は、中間にある空隙２５の両側に間隔を置かれて配置されたアーム２１を
備える。一実施形態において、アーム２１は、基部２６から外側に延び、基部２６に固定
されて取り付けられる。別の実施形態において、アーム２１は、基部２６に対して可動に
取り付けられる。凹部２４は、アーム２１の間の基部２６の上表面内に配置されてもよい
。一実施形態において、凹部２４は、下側端が上側端よりも大きいダブテール形状（ｄｏ
ｖｅｔａｉｌ　ｓｈａｐｅ）である。
　一実施形態において、アーム２１は、アンカー３０と単一の方法にて一体的に形成され
る。本実施形態において、アンカー３０の近位端はさらに、アンカー３０を脊椎部に取り
付けるための駆動工具を受けるための接続具を備えてもよい。接続具は、アレンキードラ
イバー、フィリップスのスクリュードライバー、クロスポイント　スクリュードライバー
、フラットヘッド　スクリュードライバー、およびスターポイント　スクリュードライバ
ーなど、様々な異なる駆動工具に対応し得る。
【０００９】
　図２の実施形態に示されるように、第２の部材２３は、アーム２１およびプラットホー
ム２７を備える。プラットホーム２７は、凹部２４内に滑り込んで嵌合し基部２６に沿っ
た横方向への移動を可能にする幅を有する。。一実施形態において、プラットホーム２７
は、より大きい下面およびより小さい上面を有し、凹部２７のダブテール形状を補完する
。ダブテール形状は第１の部材２２に対して第２の部材２３が横方向に滑動することを可
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能にし、第２の部材２３が凹部２７から上方へ外れるのを防ぐ。一実施形態において、１
つ以上の延長部２８は、プラットホーム２７から横方向外側に延びており、凹部２４内の
レセプタクル２９内に嵌合する。レセプタクル２９は側方に設けられる壁によって画定さ
れており、第２の部材２３が第１の部材２２から外れるのを防ぐ。
【００１０】
　アーム２１は、様々な形状およびサイズを有してもよい。一実施形態において、図２に
示されるように、アーム２１は、ロッド１００の形状と一致するように、湾曲した形状を
有する。別の実施形態において、図５に示されるように、アーム２１は直線形状を有する
。一実施形態において、図１４に示されるように、アーム２１は異なる形状およびサイズ
を有する。受け部２０はさらに、異なる数のアーム２１を含んでもよい。図２の実施形態
において、第１の部材２２は、２つのアームを含み、第２の部材２３は単一のアーム２１
を含む。図１２の実施形態において、各部材２２、２３は２つのアーム２１を含む。アー
ム２１はオフセットされていてもよく、または一直線に配置されていてもよい。別の実施
形態において、図１３に示されるように、アーム２１は実質的に同じサイズおよび同じ形
状を有し、空隙２５を含まない。
【００１１】
　一実施形態において、第１の部材２２のアーム２１は、第２の部材２３のアーム２１か
らオフセットされており、第２の部材２３のアーム２１は空隙２５と位置を合わせて配置
される。一実施形態において、第２の部材２３のアーム２１の幅が空隙２５の幅よりも狭
いので、完全なオフセットとなる。別の実施形態においては、アーム２１間に部分的な重
複部が存在する。第２の部材２３のアーム２１が空隙２５よりも広い幅を含む場合、また
は第２の部材２３のアーム２１が空隙２５と正しく位置合わせされていない場合、部分的
な重複が生じ得る。オフセットの構成は、アーム２１によってロッド１００に適用される
力はゼロとなる。オフセットはさらに、保持力を広い面積に拡散させ、ロッド１００の折
り曲げを防ぐ。
【００１２】
　図３は、基部２６に取り付けられた第２の部材２３を示し、プラットホーム２７は凹部
２４内に配置されている。一実施形態において、プラットホーム２７の上面は、基部２６
の表面と実質的に同一平面である。他の実施形態において、プラットホーム２７は基部２
６の水平面の上方に延びているか、または基部２６の水平面の下方に位置される。受け止
め部１５はアーム２１の間に形成される。図３は開位置を示しており、アーム２１はロッ
ド１００を受け止めるために、広く間隔を置かれている。
【００１３】
　図４は、閉位置におけるアーム２１を示す。アーム２１間の間隔は閉位置において変化
し得る。一実施形態において、アーム２１はロッド１００と接触する。別の実施形態にお
いて、アーム２１はロッド１００から間隔を置いて離れている。図４に示されるように、
第２の部材２３は第１の部材２２に対して横方向に移動され、受け止め部１５のサイズを
縮小し、アーム２１をロッド１００と接触するように配置する。本実施形態において、ア
ーム２１は、少なくともロッド１００の周囲を部分的に延びる長さを有し、アーム２１間
の開口部はロッド１００の幅よりも小さく、ロッド１００が抜けてしまうのを防ぐ。
【００１４】
　一実施形態において、受け止め部１５は、アンカー３０の中心線Ｃが受け止め部１５を
通って延びるように、アンカー３０と位置合わせされている。図４に示されるように、ロ
ッド１００は、アーム２１が閉位置にある場合、中心線Ｃ上に配置される。
【００１５】
　ロック機構５０は第２の部材２３の位置を固定する。ロック機構５０は、開位置または
閉位置、あるいはそれらの間の位置において、第２の部材２３を固定する。様々に異なる
ロック機構５０が活用されてもよい。図１は、第２の部材２３の裏側の位置にて、凹部２
４内に挿入されたブロック５１を含む一実施形態を示す。ブロック５１は、凹部２４に沿
って、閉位置から開位置へ、第２の部材２３が移動するのを防ぐ。一実施形態において、
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留め具が凹部２４内のブロック５１に取り付けられる。別の実施形態において、ブロック
５１は、凹部２４内のレセプタクル２９内に嵌合する延長部を有する。
【００１６】
　図２及び図３は、ロック機構５０の別の実施形態を示す。留め具５２は、第１の部材２
２内の開口内に延び、凹部２４内に配置された第２の部材２３と接触する。一実施形態に
おいて、留め具５２は第２の部材２３と接触し、凹部２４の壁に対して第２の部材２３を
押し付け、それにより位置を維持する。ロック機構５０の別の実施形態は図２に示され、
第２の部材２３のプラットホーム２７を通って延びる開口５３を含む。留め具（図示され
ず）は開口５３を通って延び、第１の部材２２と接触し、第２の部材２３の位置を維持す
る。一実施形態において、凹部２４内に位置する開口（図示されず）は、留め具５２の遠
位端を受け止める。
【００１７】
　ロック機構５０はさらに、図５に示されるラチェット機構をさらに含んでもよい。第１
の部材２２は、凹部２４へと延びる１つ以上のラチェット部材５６を含む。ラチェット部
材５６は、延長位置と奥の位置との間で移動可能である。第２の部材２３は、プラットホ
ーム２７の下面上に位置する傾斜した歯５５を含む。第２の部材２３の、凹部２４に沿っ
た内側への動きによって、歯５５がラチェット部材５６に対して滑動する。ラチェット部
材５６は凹部２４の中に向かって下方へ圧迫され、第２の部材２３が凹部２４に沿って滑
動することを可能にする。歯５５の傾斜方向は、閉位置への、内側への動きを提供するが
、外側への動きを妨げる。一実施形態において、ラチェット部材５６と動作可能なように
接続された解放機構（図示されず）は、部材５６を奥の位置に移動させ、第２の部材２３
を解放することを可能にする。別の実施形態において、ラチェット部材５６は静止してお
り、歯５５は、凹部２４内のプラットホーム２７が移動する間、弾性的に変形する。歯５
５の形状は、閉位置への移動を可能にし、開位置への移動を阻止する。
【００１８】
　一実施形態において、部材２２および２３のうちの一方が、アンカー３０に対して固定
して配置され、受け止め部１５の位置を一定に保たせる。別の実施形態では、受け止め部
１５を横方向へ移動させてロッド１００を収容することを特徴とする。図６Ａ、図６Ｂ、
および図６Ｃは、一実施形態における構成部品を示す。図６Ａに示されるように、アンカ
ー３０は、近位端に取り付けられた基部２６を含む。基部２６は、スロット６１を形成す
る側壁６２および底部６３を含む。底部６３は、アンカー３０に対する様々な角度にて配
置されてもよい。一実施形態において、図６Ａに示されるように、底部６３は実質的に中
心線Ｃと直交する。
【００１９】
　図６Ｂは、空隙２５によって分離された対のアーム２１を有する第１の部材２２を示す
。第１および第２の部分６４、６５は、アーム２１から外側に延びている。各部分６４、
６５は、基部２６のスロット６１内に嵌合されるようにサイズを合わされたエッジ６７を
含む。部分６４、６５は、空隙６６によって間隔を置かれている。へこみ部分６８は、第
１および第２の部分６４、６５の間に延びている。図６Ｃは、アーム２１および外側に延
びているプラットホーム２７を有する第２の部材２３を示す。プラットホーム２７は、第
１の部材２２の内側のスロット６７内に嵌合するエッジ６８を含む。
【００２０】
　図７は、基部２６上に配置された第１および第２の部材２２、２３を有する装置の組み
立てられた図を示す。第１の部材２２は、部分６４、６５の下端が底部６３上におかれ、
基部２６のスロット６１内に第１および第２の部分６４、６５の外側のスロット６７が配
置された状態で、配置される。第２の部材２３は、第１および第２の部分６４、６５の間
に形成された空隙６６内に配置されるプラットホーム２７を含む。プラットホーム２７上
のエッジ６８は、第１および第２の部分６４、６５の内側のスロット６７内に嵌合し、プ
ラットホーム２７の下面は、基部２６のフロア６３上におかれる。
【００２１】
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　図７は、開位置における受け部２０を示し、離されたアーム２１は拡大された受け止め
部１５を形成している。一実施形態において、第１および第２の部材２２、２３の両方は
、基部２６内を移動可能であり、受け止め部１５の位置を横方向に調節する。図７の方向
において、中心線Ｃは、受け止め部１５を通って延びている。部材２２、２３の両方が移
動できるので、アンカー３０から横方向へオフセットされているロッドを収容できる。図
８は、閉位置における受け部２０を示し、受け止め部１５はサイズが縮小され、アーム２
１はロッド１００を収容している。さらに、受け止め部１５は、アンカー３０の中心線Ｃ
から横方向へオフセットされている。特に、両部材２２、２３は基部２６内を移動させら
れ、アンカー３０から横方向へオフセットされたロッド１００を収容する。ロック機構５
０は部材２２、２３の位置をロックするために備えられている。一実施形態において、ロ
ック機構５０はプラットホーム２７の端部、ならびに第１および第２の部分６４、６５に
配置されてもよく、部材２２、２３が基部２６からはずれてしまうのを防ぐ。
【００２２】
　一実施形態において、受け止め部１５は、アンカー３０とは反対側の上面側から開く。
例として、図１および図８の実施形態は、アンカー３０から離れ、上方に開く受け止め部
１５を有する。別の実施形態において、受け止め部１５は、アンカー３０の中心線Ｃに対
して、横方向への他の角度に配置される。図９および図１０は、さらに横方向に向いた、
受け止め部１５の開口を有する実施形態を示す。図９は、基部２６に固定されて接続され
た第１の部材２２を有する受け部２０の一実施形態を示し、第１の部材２２は角度を付け
られている。第２の部材２３は、図９に示される開位置と図１０に示される閉位置との間
で、基部２６内に、移動可能なように配置される。図９および図１０の実施形態において
、受け止め部１５は、アンカー２０の中心線Ｃに位置合わせされている。横方向に角度を
付けられた開口の別の実施形態において、受け止め部１５はアンカーの中心線Ｃからオフ
セットされている。他の実施形態において、受け止め部１５の開口の横方向への角度は、
中心線Ｃの各側に対して、約９０度の範囲に及んでいてもよい。
【００２３】
　図９および図１０に示される実施形態は、基部２６上に摺動可能に配置された第２の部
材２３を含む。図９に示されるように、第２の部材２３は、開口位置において、第１の部
材２２から離れる方向に摺動する。図１０は閉位置を示し、第２の部材は第１の部材２２
の方向へ摺動し、プラットホーム２７の一部は、第１の部材２２のアーム２１を越えて延
びている。別の実施形態において、第１および第２の部材２２、２３の両方は、基部２６
に対して移動可能である。
【００２４】
　図６Ａに概して示される一実施形態において、基部２６は、中心線Ｃに対して直交しな
い角度にて、角度を付けられている。これにより、受け止め部１５への開口は横方向に角
度を付けられる。部材２２、２３の片方または両方は、開位置と閉位置との間において、
受け止め部１５のサイズを調整することができるように、基部２６に沿って移動可能であ
る。一実施形態において、部材２２、２３の片方または両方は、基部２６内を滑り、受け
止め部１５のサイズを調節する。別の実施形態において、部材２２、２３の片方または両
方は、基部２６に対して回転可能である。図１１は、回転可能な第２の部材２２の一実施
形態を示す。第２の部材２２は、外縁に沿って延びているスロット６７を有する湾曲形状
を有する。第２の部材２２は、基部２６の底部６３に対して嵌合し、スロット６７は基部
２６のスロット６１内に配置される。第２の部材２２は基部２６内で移動可能であり、受
け止め部１５の位置およびサイズを調節する。
【００２５】
　図に示され、本明細書に記載された実施形態は、本装置および本方法の例示に過ぎない
。一実施形態の要素は、他の実施形態に記載された要素と互いに代替可能であってもよい
。例として、図２および図３は、固定された第１の部材２２および移動可能な第２の部材
２３を有する装置を示す。他の実施形態は、移動可能な第１の部材２２および固定された
第２の部材２３、ならびに、移動可能な第１および第２の部材２２、２３を特徴とする。
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【００２６】
　用語「遠位」は、通常、患者の方向、あるいは、装置のユーザから離れた方向として定
義される。反対に、「近位」は一般に、患者から離れ、ユーザの方を意味する。「下」、
「下方」、「下側」、「上」、「上方」など、空間に関連する用語は、第２の要素に対す
る第１の要素の配置を説明するための、記載の簡便さのために用いられる。これらの用語
は、図に示されたもの以外の異なる方位のみならず、装置の異なる方位も包含することが
意図されている。さらに、「第１」、「第２」などの用語はまた、様々な要素、領域、部
分などを記載するための用いられており、限定を意図したものではない。同様の用語は、
記載を通して同様の要素を参照する。
【００２７】
　本明細書にて用いられるように、「有する」、「からなる」、「含む」、「備える」な
どの用語は、記載された要素または特徴の存在を示す、限定のない用語であり、さらなる
要素または特徴を排除しない。「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ」などの冠詞は、文脈が別段
の意味を明らかに示さない限り、複数のみならず、単数も含むことが意図されている。
【００２８】
　本発明は、本発明の範囲および本質的な特性から逸脱することなく、本明細書において
説明された記載以外の、特定の方法において実行されてもよい。本発明の実施形態は、そ
れゆえ、あらゆる意味において、例示として考慮されるべきであり、限定を付すものでは
なく、添付の請求の範囲の意味および等価物の範囲内から由来するあらゆる変更は、本発
明に包含されていることが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】実施形態による装置に接続されるロッドの斜視図である。
【図２】実施形態による装置の分解斜視図である。
【図３】実施形態による開位置における装置の部分側面図である。
【図４】実施形態による、ロッドに接続するための、閉位置における装置の部分側面図で
ある。
【図５】実施形態によるロック機構の略断面図である。
【図６Ａ】実施形態によるアンカーの斜視図である。
【図６Ｂ】実施形態による第１の要素の斜視図である。
【図６Ｃ】実施形態による第２の要素の斜視図である。
【図７】実施形態による開位置における装置の斜視図である。
【図８】実施形態による閉位置における装置の斜視図である。
【図９】実施形態による開位置における装置の部分側面図である。
【図１０】実施形態による閉位置における装置の部分側面図である。
【図１１】実施形態による要素の斜視図である。
【図１２】実施形態による、装置に接続されている ロッドの斜視図である。
【図１３】実施形態による、装置に接続されているロッドの斜視図である。
【図１４】実施形態による、ロッドに接続するための、閉位置における装置の部分側面図
である。
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【図３】 【図４】

【図５】



(11) JP 2009-525075 A 2009.7.9

【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図６Ｃ】 【図７】



(12) JP 2009-525075 A 2009.7.9
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【図１０】 【図１１】
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